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�愛媛県告示第９３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和６年１０月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９３３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和６年１０月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９３４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和６年１０月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

こいずみ内科・消化器内科
クリニック 八幡浜市松柏丙７８０番地 令和６年９月１日

つばさ薬局 八幡浜店 八幡浜市松柏丙７７６番１ 令和６年９月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

医 療 法 人 中 山 内 科 宇和島市堀端町２－１６ 令和６年９月３０日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

セントケア四国株式会社 香川県高松市中新町１１番地１ セントケア訪問看護ステーシ
ョン宇和島

宇和島市伊吹町甲１０８３‐１
伊吹町玉井ビル２０１号室 令和６年１０月１日

毎週（火・金）曜日発行 第５５４号 令和６年１０月２２日

令和６年１０月２２日火曜日 第５５４号
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�愛媛県告示第９３５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和６年１０月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（特定福祉用具販

売事業者）から特定福祉用具販売事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和６年１０月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和６年１０月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（特定介護予防福

祉用具販売事業者）から特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和６年１０月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アサノ設備 八幡浜市保内町須川２４－１ 有限会社アサノ設備ケアサポ
ートがいな

（変更後）
八幡浜市保内町須川２４－１

令和６年８月１日
（変更前）
八幡浜市保内町須川２５０３番地
８

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アサノ設備 八幡浜市保内町須川２４－１ 有限会社アサノ設備ケアサポ
ートがいな

（変更後）
八幡浜市保内町須川２４－１

令和６年８月１日
（変更前）
八幡浜市保内町須川２５０３番地
８

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アサノ設備 八幡浜市保内町須川２４－１ 有限会社アサノ設備ケアサポ
ートがいな

（変更後）
八幡浜市保内町須川２４－１

令和６年８月１日
（変更前）
八幡浜市保内町須川２５０３番地
８

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アサノ設備 八幡浜市保内町須川２４－１ 有限会社アサノ設備ケアサポ
ートがいな

（変更後）
八幡浜市保内町須川２４－１

令和６年８月１日
（変更前）
八幡浜市保内町須川２５０３番地
８
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監 査 公 表

�愛媛県告示第９３９号
仕事と家庭の両立支援に関する雇用環境調査を次のとおり実施す

るので、愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条

第２項の規定により告示する。

令和６年１０月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 調査の目的

仕事と家庭の両立支援に関する雇用環境の実態把握及び今後の

労働施策検討のための基礎資料の作成

２ 調査対象の範囲

常用労働者が５人以上の県内民間事業所

３ 報告を求める事項

� 事業所の概要に関すること。

� 企業としての意識に関すること。

� 仕事と育児の両立支援に関すること。

� 仕事と介護の両立支援に関すること。

� 働き方改革等に関すること。

４ 報告を求める事項の基準となる期日

令和６年１０月１日

５ 報告を求める者

２に該当する事業所のうち無作為に抽出された２，０００事業所の

事業主

６ 報告を求めるために用いる方法

調査票の郵送による自計方式

７ 報告を求める期間

令和６年１０月２５日から同年１１月２５日までの間

�������
�愛媛県告示第９４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

津島町中央土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

令和６年１０月２２日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

退 任

�公表第９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づ

き実施した定期監査の結果に関する報告を、同条第９項の規定によ

り、次のとおり公表する。

令和６年１０月２２日

愛媛県監査委員 � 田 健 司

同 松 下 行 吉

同 大 石 豪

同 � 石 淳

第１ 監査の基準

愛媛県監査委員監査基準（令和２年４月１日付け愛媛県監査委

員告示第１号）に準拠し実施した。

第２ 監査の種類

財務監査

第３ 監査の着眼点

監査の実施にあたっては、次の事項に主眼を置き実施した。

・財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか。

・経営に係る事業の管理が、合理的かつ能率的に行われているか。

第４ 監査の実施内容

令和５年度財務に係る知事部局・諸局・教育委員会・公安委員

会の定期監査を２１３機関に対して実施した。

区分 実地監査 書面監査 計

知事部局 １１９ ６ １２５

本庁 ６５ ０ ６５

�愛媛県告示第９４０号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

令和６年１０月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（愛媛県中予地方局農林水産振興部水産課管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

愛媛県松山市土手内１３４番地７

村 上 節 夫

愛媛県松山市柳原１５３番地１

西 川 悟

愛媛県松山市浅海原甲４８２番地４

橋 掛 英 晴
北 条 愛媛県漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

令和６年１０月２２日から１１月５日まで

� 縦覧場所

愛媛県中予地方局農林水産振興部水産課

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 魚 � 泰 郎 宇和島市津島町北灘乙１９１２
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地方局 ３３ ０ ３３

地方機関 ２１ ６ ２７

諸局 ４ ０ ４

本庁 ４ ０ ４

教育委員会 ２９ ３８ ６７

本庁 ８ ０ ８

地方機関（高等学校等） ２１ ３８ ５９

公安委員会 ８ ９ １７

本庁 １ ０ １

地方機関（警察署） ７ ９ １６

合計 １６０ ５３ ２１３

本庁 ７８ ０ ７８

地方機関（地方局含む） ８２ ５３ １３５

第５ 監査対象機関と監査の結果

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

行 政 経 営 課 令和６年８月２７日

財 産 活 用 推 進 課 令和６年８月２７日

人 事 課 令和６年８月２７日

職 員 厚 生 課 令和６年８月２７日

私 学 文 書 課 令和６年８月２７日

財 政 課 令和６年８月２２日

市 町 振 興 課 令和６年８月２２日

税 務 課 令和６年８月２２日

総 合 政 策 課 令和６年９月９日

地 域 政 策 課 令和６年９月９日

企 画 統 計 課 令和６年９月９日

秘 書 課 令和６年９月９日

広 報 広 聴 課 令和６年９月９日

ス マ ー ト 行 政 推 進 課 令和６年８月７日

デ ジ タ ル シ フ ト 推 進 課 令和６年８月７日

地 域 ス ポ ー ツ 課 令和６年９月３日

競 技 ス ポ ー ツ 課 令和６年９月３日

文 化 振 興 課 令和６年８月２３日

ま な び 推 進 課 令和６年８月２３日

観 光 国 際 課 令和６年８月７日

自 転 車 新 文 化 推 進 課 令和６年８月７日

県 民 生 活 課 令和６年８月２３日

人 権 対 策 課 令和６年８月２３日

防 災 危 機 管 理 課 令和６年９月４日

消 防 防 災 安 全 課 令和６年９月４日

原 子 力 安 全 対 策 課 令和６年９月４日

環 境 ・ ゼ ロ カ ー ボ ン 推 進 課 令和６年８月２日

循 環 型 社 会 推 進 課 令和６年８月２日

自 然 保 護 課 令和６年８月２日

保 健 福 祉 課 令和６年９月１０日

医 療 対 策 課 令和６年９月１０日

医 療 保 険 課 令和６年９月１０日

健 康 増 進 課 令和６年８月７日

薬 務 衛 生 課 令和６年８月７日

子 育 て 支 援 課 令和６年８月１９日

障 が い 福 祉 課 令和６年８月１９日

長 寿 介 護 課 令和６年８月１９日

産 業 政 策 課 令和６年８月２８日

企 業 立 地 課 令和６年８月２８日

労 政 雇 用 課 令和６年８月２８日

産 業 創 出 課 令和６年８月８日

産 業 人 材 課 令和６年８月８日

経 営 支 援 課 令和６年８月８日

農 政 課 令和６年９月１０日

農 業 経 済 課 令和６年９月１０日

食 ブ ラ ン ド マ ー ケ テ ィ ン グ 課 令和６年９月１０日

農 地 整 備 課 令和６年８月１９日

農 産 園 芸 課 令和６年８月１９日

畜 産 課 令和６年８月１９日

林 業 政 策 課 令和６年８月８日

森 林 整 備 課 令和６年８月８日

漁 政 課 令和６年８月２８日

水 産 課 令和６年８月２８日

漁 港 課 令和６年８月２８日

土 木 管 理 課 令和６年９月９日

用 地 課 令和６年９月９日

河 川 課 令和６年９月３日

港 湾 海 岸 課 令和６年９月３日

砂 防 課 令和６年９月３日

道 路 建 設 課 令和６年８月２２日

道 路 維 持 課 令和６年８月２２日

都 市 計 画 課 令和６年８月２２日

都 市 整 備 課 令和６年８月２２日

建 築 住 宅 課 令和６年８月２２日

出 納 局 令和６年８月２８日

人 事 委 員 会 事 務 局 令和６年９月９日

議 会 事 務 局 令和６年８月２８日

監 査 事 務 局 令和６年９月１０日

労 働 委 員 会 事 務 局 令和６年８月７日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 職員の不注意により公用車による事故が発生（２件）し、当該車両

の毀損があり、県に多額の損害（５９６，８２３円）を与えた。
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（医療対策課）

２ えひめ版応援金（第３弾、第４弾）の返還金について、令和５年４

月２７日付けの督促後、１年以上、催告等の対応が取られていないもの

があるため、適切に債権管理するとともに、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に引き続き努められたい。

・収入未済額２，０４７，０６８円（滞納繰越分１，６６４，６００円、現年度分３８２，４６８

円）

（産業政策課）

３ 職員の不注意により公用車による事故が発生（２件）し、相手方の

人的被害があったほか、相手方車両及び当該車両の毀損があった。

（産業政策課）

４ 職員の不注意により公用車による事故が発生（２件）し、相手方の

人的被害があったほか、相手方車両及び当該車両の毀損があり、県に

多額の損害（６６３，７４０円）を与えた。

（林業政策課）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局

地 域 産 業 振 興 部 令和６年７月２９日

今 治 支 局 令和６年７月１６日、
令和６年７月２９日

健 康 福 祉 環 境 部 令和６年７月２９日

四 国 中 央 保 健 所 令和６年７月２９日

農 林 水 産 振 興 部 令和６年７月２４日

東 予 家 畜 保 健 衛 生 所 令和６年７月２４日

建 設 部 令和６年７月２９日

四 国 中 央 土 木 事 務 所 令和６年７月２９日

今 治 土 木 事 務 所 令和６年７月１６日

鹿 森 ダ ム 管 理 事 務 所 令和６年７月２９日

黒 瀬 ダ ム 管 理 事 務 所 令和６年７月２９日

玉 川 ダ ム 管 理 事 務 所 令和６年７月１６日

台 ダ ム 管 理 事 務 所 令和６年７月１６日

出 納 室 令和６年７月２９日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 職員の不注意により公用車による事故が発生（３件）し、当該車両

及び相手方車両の毀損があり、県に多額の損害（７６８，５４２円）を与え

た。

（建設部）

２ 職員の不注意により公用車による事故が発生（３件）し、当該車両

の毀損があった。

（建設部（今治土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局

地 域 産 業 振 興 部 令和６年７月２５日

健 康 福 祉 環 境 部 令和６年７月２５日

農 林 水 産 振 興 部 令和６年７月２５日

中 予 家 畜 保 健 衛 生 所 令和６年７月２５日

建 設 部 令和６年７月２５日

� 万 高 原 土 木 事 務 所 令和６年７月２５日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、当該車両

及び相手方工作物の毀損があり、県に多額の損害（１，５６２，２２０円）を

与えた。

（中予保健所）

２ 職員の不注意により公用車による事故が発生（４件）し、当該車両

及び相手方車両の毀損があったほか、県に多額の損害（３，１０３，２４９円）

を与えた。

（建設部）

３ 過去（令和４年度財務）にも同様の指摘をしたところであるが、公

用車（４台）の毀損があったにもかかわらず、発生日時および場所が

確認できない状況であったことは管理上問題であるので、公用車の適

正な運用管理について徹底されたい。

（建設部）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局

地 域 産 業 振 興 部 令和６年７月３０日

八 幡 浜 支 局 令和６年７月１８日、
令和６年７月３０日

健 康 福 祉 環 境 部 令和６年７月３０日

農 林 水 産 振 興 部 令和６年７月３０日

南 予 家 畜 保 健 衛 生 所 令和６年７月１８日

建 設 部 令和６年７月３０日

大 洲 土 木 事 務 所 令和６年７月１８日

八 幡 浜 土 木 事 務 所 令和６年７月１８日

西 予 土 木 事 務 所 令和６年７月１８日

愛 南 土 木 事 務 所 令和６年７月３０日

須 賀 川 ダ ム 管 理 事 務 所 令和６年７月３０日

山 財 ダ ム 管 理 事 務 所 令和６年７月３０日

出 納 室 令和６年７月３０日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 職員の不注意により公用車による事故が発生（３件）し、当該車両

の毀損があった。

（建設部）

２ 職員の不注意により公用車による事故が発生（５件）し、当該車両

等の毀損があった。

（建設部（大洲土木事務所））

３ 過去（令和４年度財務）にも同様の指摘をしたところであるが、公
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用車（２台）の毀損があったにもかかわらず、発生日時および場所が

確認できない状況であったことは管理上問題であるので、公用車の適

正な運用管理について徹底されたい。

（建設部（大洲土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

研 修 所 令和６年４月１８日

東 京 事 務 所 令和６年５月１３日

総 合 科 学 博 物 館 令和６年５月２９日

歴 史 文 化 博 物 館 令和６年５月２４日

美 術 館 令和６年５月８日

消 防 学 校 令和６年５月１６日

消 費 生 活 セ ン タ ー 令和６年４月１５日

原 子 力 セ ン タ ー 令和６年５月２４日

福 祉 総 合 支 援 セ ン タ ー 令和６年４月１５日

東予子ども・女性支援センター 令和６年５月２０日

南予子ども・女性支援センター 令和６年５月２４日

食 肉 衛 生 検 査 セ ン タ ー 令和６年５月８日

動 物 愛 護 セ ン タ ー 令和６年５月８日

衛 生 環 境 研 究 所 令和６年４月２４日

心 と 体 の 健 康 セ ン タ ー 令和６年４月１５日

子 ど も 療 育 セ ン タ ー 令和６年４月２４日

え ひ め 学 園 令和６年５月２０日

計 量 検 定 所 令和６年５月８日

産 業 技 術 研 究 所
令和６年４月２４日、
令和６年５月８日、
令和６年５月２９日

新 居 浜 産 業 技 術 専 門 校 令和６年５月２９日

愛 媛 中 央 産 業 技 術 専 門 校 令和６年５月２１日

宇 和 島 産 業 技 術 専 門 校 令和６年５月８日

大 阪 事 務 所 令和６年５月２７日

病 害 虫 防 除 所 令和６年５月１６日

農 業 大 学 校 令和６年４月１９日

農 林 水 産 研 究 所
令和６年４月１９日、
令和６年５月８日、
令和６年５月１６日、
令和６年５月２４日

家 畜 病 性 鑑 定 所 令和６年５月８日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 職員の不注意により物品事故が発生（１件）し、所が所有している

物品及び業者から預かっていた物品の毀損があり、県に多額の損害

（９９７，４８０円）を与えた。

（計量検定所）

２ 職員の不注意により発生した火災により、物品（実験機器４台）の

毀損があり、県に多額の損害（３，７４５，７００円）を与えた。

（農林水産研究所（水産研究センター・栽培資源研究所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

教 育 総 務 課 令和６年９月４日

社 会 教 育 課 令和６年９月４日

文 化 財 保 護 課 令和６年９月４日

保 健 体 育 課 令和６年９月４日

義 務 教 育 課 令和６年９月３日

高 校 教 育 課 令和６年９月３日

人 権 教 育 課 令和６年９月３日

特 別 支 援 教 育 課 令和６年９月３日

中 予 教 育 事 務 所 令和６年５月８日

東 予 教 育 事 務 所 令和６年５月２１日

南 予 教 育 事 務 所 令和６年５月８日

総 合 教 育 セ ン タ ー 令和６年４月１８日

図 書 館 令和６年５月８日

川 之 江 高 等 学 校 令和６年１月２６日

三 島 高 等 学 校 令和６年２月２２日

土 居 高 等 学 校 令和６年２月２２日

新 居 浜 東 高 等 学 校 令和６年２月２２日

新 居 浜 西 高 等 学 校 令和６年２月２２日

新 居 浜 南 高 等 学 校 令和６年１月２６日

新 居 浜 工 業 高 等 学 校 令和６年１月２６日

新 居 浜 商 業 高 等 学 校 令和６年２月２２日

西 条 高 等 学 校 令和６年２月２２日

西 条 農 業 高 等 学 校 令和６年１月２６日

小 松 高 等 学 校 令和６年２月２２日

東 予 高 等 学 校 令和６年２月２２日

丹 原 高 等 学 校 令和６年２月２２日

今 治 西 高 等 学 校 令和６年２月２２日

今 治 南 高 等 学 校 令和６年２月２２日

今 治 北 高 等 学 校 令和６年２月２２日

今 治 工 業 高 等 学 校 令和６年２月２２日

弓 削 高 等 学 校 令和６年２月１９日

北 条 高 等 学 校 令和６年１月２５日

松 山 東 高 等 学 校 令和６年２月２２日

松 山 南 高 等 学 校 令和６年２月２２日

松 山 北 高 等 学 校 令和６年１月２５日

松 山 中 央 高 等 学 校 令和６年１月２６日

松 山 工 業 高 等 学 校 令和６年２月２２日

松 山 商 業 高 等 学 校 令和６年２月２２日

東 温 高 等 学 校 令和６年１月２６日

上 浮 穴 高 等 学 校 令和６年２月２２日

伊 予 農 業 高 等 学 校 令和６年２月２２日

伊 予 高 等 学 校 令和６年２月２２日

大 洲 高 等 学 校 令和６年２月２２日

大 洲 農 業 高 等 学 校 令和６年２月２２日

長 浜 高 等 学 校 令和６年２月２日
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教育委員会公告

�公 告

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第１項第１号の規

定による次の処分について、処分を受けるべき者の所在を知ること

ができないので、次のとおり公告する。

令和６年１０月２２日

愛媛県教育委員会

教育長 � 岡 哲 也

内 子 高 等 学 校 令和６年２月２日

八 幡 浜 高 等 学 校 令和６年１月２９日

八 幡 浜 工 業 高 等 学 校 令和６年１月２９日

川 之 石 高 等 学 校 令和６年２月２２日

三 崎 高 等 学 校 令和６年２月２２日

宇 和 高 等 学 校 令和６年２月２２日

野 村 高 等 学 校 令和６年２月２２日

宇 和 島 東 高 等 学 校 令和６年２月１５日

宇 和 島 水 産 高 等 学 校 令和６年２月２２日

吉 田 高 等 学 校 令和６年１月２９日

北 宇 和 高 等 学 校 令和６年２月２２日

南 宇 和 高 等 学 校 令和６年２月２２日

今 治 東 中 等 教 育 学 校 令和６年２月２２日

松 山 西 中 等 教 育 学 校 令和６年１月２５日

宇 和 島 南 中 等 教 育 学 校 令和６年２月１日

松 山 盲 学 校 令和６年１月２５日

松 山 聾 学 校 令和６年２月２２日

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 令和６年２月２２日

み な ら 特 別 支 援 学 校 令和６年２月２２日

今 治 特 別 支 援 学 校 令和６年２月２２日

宇 和 特 別 支 援 学 校 令和６年２月１日

新 居 浜 特 別 支 援 学 校 令和６年２月２２日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 愛媛県立大洲農業高等学校本館等外壁等修繕について、予定価格の

算定を誤り、共通仮設費に計上すべき経費を直接工事費に計上する等

したため１，７６０，０００円過小に、直接工事費の算定に対象外の諸経費を

計上したため１，１３４，１００円過大となった。これらにより、予定価格に

計２，８９４，１００円の過誤があった。

（大洲農業高等学校）

２ 生徒が作成したオリジナルストラップの販売について、販売方法や

売上金の取扱いを含め、実施方法を検討することなく事業を進める等、

著しく適切を欠いた会計事務処理をしていた。

（内子高等学校）

３ 職員の不注意により公用車（スクールバス）による事故が発生（１

件）し、当該車両及び相手方工作物（民家庇部分）の毀損があり、県

に多額の損害（５１８，０２３円）を与えた。

（新居浜特別支援学校）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 令和６年８月２３日

四 国 中 央 警 察 署 令和６年２月２２日

新 居 浜 警 察 署 令和６年２月１９日

西 条 警 察 署 令和６年２月２２日

西 条 西 警 察 署 令和６年２月１９日

今 治 警 察 署 令和６年２月２２日

伯 方 警 察 署 令和６年２月１９日

松 山 東 警 察 署 令和６年２月２２日

松 山 西 警 察 署 令和６年２月２０日

松 山 南 警 察 署 令和６年２月２２日

� 万 高 原 警 察 署 令和６年２月２２日

伊 予 警 察 署 令和６年２月２２日

大 洲 警 察 署 令和６年２月２０日

八 幡 浜 警 察 署 令和６年２月２２日

西 予 警 察 署 令和６年２月１５日

宇 和 島 警 察 署 令和６年２月１５日

愛 南 警 察 署 令和６年２月２２日

（監査の結果）

第１から第４までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の

対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めており、おお

むね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（３件）し、当該車

両の毀損があった。

（四国中央警察署）

２ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（７件）し、当該車

両の毀損があった。

（新居浜警察署）

３ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、当該車

両の毀損があった。

（西条警察署）

４ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、当該車

両の毀損があった。

（今治警察署）

５ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（６件）し、当該車

両及び相手方工作物の毀損があった。

（松山東警察署）

６ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（７件）し、当該車

両の毀損があった。

（松山南警察署）

７ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（４件）し、当該車

両及び相手方工作物の毀損があった。

（大洲警察署）

８ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（３件）し、当該車

両の毀損があった。

（西予警察署）

９ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（３件）し、当該車

両及び相手方車両の毀損があった。

（愛南警察署）
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１ 被処分者

東予教育事務所 会計年度任用職員 鈴木 智亜稀

２ 処分内容

地方公務員法第２８条第１項第１号の規定により本職を免ずる。

ただし、令和６年１２月６日付けでこの処分の効力が生ずるものと

する。

３ 処分事由

被処分者は、令和６年７月１日（月）以降、正当な理由なく勤

務を欠いており、現在もなお勤務を欠いたままである。

このことは、公務員として、その職責を十分に果たし得ないと

認められる。

よって、地方公務員法第２８条第１項第１号の規定により、この

処分を行ったものである。

４ 教示

� この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３箇月以内に愛媛県人事委員会に審査

請求をすることができる。

� この処分の取消しの訴えは、�の審査請求に対する裁決を経
た後、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月以

内に愛媛県を被告として（愛媛県教育委員会が被告の代表とな

る。）提起することができる。ただし、次のアからウまでのい

ずれかに該当するときは、当該裁決を経ないで処分の取消しの

訴えを提起することができる。

ア 審査請求があった日から３箇月を経過しても裁決がないと

き。

イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害

を避けるため緊急の必要があるとき。

ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

�愛媛県選挙管理委員会告示第７４号
個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設（平成２２年１月愛媛県選挙管理委員会告示第７号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和６年１０月２２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第７５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和６年１０月２２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

改 正 後 改 正 前

施設の名称 施設の所在地 定員（人） 施設の名称 施設の所在地 定員（人）

四国中央市川之江コ

ミュニティセンター
省略

四国中央市川之江コ

ミュニティセンター
省略

伊予三島運動公園体

育館

四国中央市中之庄町

浜之前地内
２，０００

省略 省略

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

森田かずゆき後援会 森 田 和 幸 森 田 和 幸 東温市牛渕１１４７－１ 令和６年９月２日

小島建三後援会 森 眞 一 深 津 敏 夫 東温市田窪２１６６－６ 令和６年９月５日

西条市を良くする会 矢 野 準 子 矢 野 準 子 西条市丹原町願連寺１９８－１ 令和６年９月５日

長野浩後援会 長 野 浩 長 野 浩 四国中央市金生町下分１８９７ 令和６年９月５日

上島町の夢を実現する会 福 井 武 士 福 井 武 士 越智郡上島町生名３６８６ 令和６年９月６日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第７６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和６年１０月２２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

立憲民主党愛媛県第３区
総支部 越 智 清 純 主たる事務所の所在地 伊予市米湊６００－１ 松山市大手町１－１－６ 令和６年９月１日

立憲民主党愛媛県第１区
総支部 香曽我部 慶教 主たる事務所の所在地 松山市勝山町一丁目８－１ 松山市大手町１－１－６ 令和６年９月１０日

日本維新の会衆議院愛媛
県第２選挙区支部 梶 野 耕 佑 主たる事務所の所在地 新居浜市田所町３－５０ 新居浜市中西町８－５５ 令和６年９月２２日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

宮本明裕と語る会 増 井 義 � 主たる事務所の所在地 八幡浜市矢野町四丁目１１３２－
５ 八幡浜市１１３２－６ 令和６年５月３日

越智きよすみ後援会 越 智 清 純 主たる事務所の所在地 伊予市米湊６００－１ 伊予市下吾川５７５ 令和６年９月１日

青空えひめの会 佐々木 龍 代 表 者 佐々木 龍 藤 田 一 成 令和６年９月２日

主たる事務所の所在地 新居浜市松原町１５－２３ 松山市道後樋又２－２１

黒川理恵子後援会 黒 川 理恵子 代 表 者 黒 川 理恵子 矢 野 準 子 令和６年９月２日

こうそがべよしみち後援
会 香曽我部 慶教 主たる事務所の所在地 松山市勝山町一丁目８－１ 松山市朝生田町二丁目１－３５ 令和６年９月１０日

野田哲也後援会 野 田 哲 也 政 治 団 体 の 名 称 野田哲也後援会 一途 令和６年９月３０日

�愛媛県選挙管理委員会告示第７７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

令和６年１０月２２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

�愛媛県選挙管理委員会告示第７８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により、次のとおり同項第３号の規定による資金管理団体の届出事項の異

竹中ゆり後援会 竹 中 由 梨 竹 中 由 梨 今治市波方町岡甲２５７－６ 令和６年９月１７日

�保光幸後援会 � 保 光 幸 � 保 ちづこ 伊予市中山町中山午６４２ 令和６年９月２０日

よしだゆきしげ後援会 村 上 武 � 三 好 平 四国中央市妻鳥町７８５ 令和６年９月２０日

一途 野 田 哲 也 野 田 哲 也 今治市片山二丁目２－３８ 令和６年９月２７日

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 指 定 年 月 日

黒 川 理恵子 西条市長 黒川理恵子後援会 西条市大町４３１－３ 令和６年９月２日

森 田 和 幸 東温市議会議員 森田かずゆき後援会 東温市牛渕１１４７－１ 令和６年９月２日
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動の届出があった。

令和６年１０月２２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

越 智 清 純 越智きよすみ後援会 主たる事務所の所在地 伊予市米湊６００－１ 伊予市下吾川５７５ 令和６年９月１日

香曽我部 慶教 こうそがべよしみち後援
会 主たる事務所の所在地 松山市勝山町一丁目８－１ 松山市朝生田町二丁目１－３５ 令和６年９月１０日

令和６年１０月２２日 発行


